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厚生文教委員会 

                   日時 令和７年９月17日（水曜日）午前９時00分 開会 

                   場所 委員会室 

 

本日の委員会に付した事件 

 １ 付託議案審査 

    第93号議案                          「質疑・討論・採決」 

 ２ 請願の審査 

    請願第１号 新城市庭野字●●●●●●●●●に設置されている太陽光発電所の柵（フェ 

          ンス）設置の件と条例見直しに関する請願書  「説明・質疑・討論・採決」 

 

出席委員（９名） 

 委員長  鈴木長良   副委員長  カークランド陽子 

 委 員  今泉吉孝  浅尾洋平  柴田賢治郎  山田辰也  長田共永 

      中西宏彰  丸山隆弘 

 議 長  長田共永 

 

欠席委員（なし） 

 

参考人 

 松本貴美徳 氏 

 

補助人 

 柿野秀夫 氏 

 

傍聴者（３人） 

 

説明員 

 上下水道部の副課長職以上の職員 

 

事務局出席者 

 議会事務局長 阿部和弘  議事調査課長 松井哲也  書記 山本真衣 
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   開 会  午前９時00分 

○鈴木長良委員長 ただいまから厚生文教委

員会を開会します。 

 これより、12日の本会議において本委員会

に付託されました第93号議案及び請願第１号

について審査します。 

 議案の審査は説明を省略し、直ちに質疑に

入ります。 

 第93号議案 新城市水道事業給水条例等の

一部改正を議題といたします。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

 丸山隆弘委員。 

○丸山隆弘委員 ちょっと確認でありますけ

ども、災害時ということで、給水の装置、工

事そのものを円滑にしていくという流れの中

で、これ国の国土交通省から助言という形で

流れが来て、通知も来てると思うんですけれ

ども、それに伴って対応をしますよというこ

とで改めてちょっと確認したいんですが、そ

れでよろしいですかね。 

○鈴木長良委員長 佐々木整備課長。 

○佐々木昌介整備課長 委員のおっしゃると

おりでございます。 

○鈴木長良委員長 丸山隆弘委員。 

○丸山隆弘委員 それから、詳細、私もちょ

っと見たんですけれども、今まで災害があっ

たときに、他の市町村からの応援というのが、

簡単に私なりの解釈で、あったと理解してお

ったんですよ。それが、今回、能登半島の地

震を境にして、国のほうが動き出してくれた

ということで動きやすくなったということは

分かるんですけれども、もともと何か災害の

ときには地域の協定、災害協定そういった中

でも網羅されておるのかなとちょっと思った

んですけども、その辺りはどうなんでしょう

か。 

○鈴木長良委員長 佐々木整備課長。 

○佐々木昌介整備課長 給水の指定個人店に

ついては協定等、結んでないもんですから、

石川県のほうへ、今回の能登半島地震のこと

でお聞きさせていただいたんですけど、その

中では、あくまでも指定工事店の手続をして

もらって、それから修繕をしていただいたと

聞いております。なので、手続はしっかり行

った上で応援という形になっております。 

○鈴木長良委員長 丸山隆弘委員。 

○丸山隆弘委員 それから、あと工事すると

きには、１軒のお家があった場合、宅内装置

に限るというような工事になるんですかね、

宅外というんですか、そこの個人のお家はメ

ーターまで一般に解釈されるんですけれども、

メーター外の市町村が管理するところに対し

ても応援をしていただけるのか、そんなよう

な中身になってるんですかね。 

○鈴木長良委員長 佐々木整備課長。 

○佐々木昌介整備課長 新城市で言いますと、

あくまでも本管から宅内側の引いた管につい

ては全てが所有者は個人になっておって、官

民界から１メートルまでが市の管理というこ

とになっておりますので、災害時はあくまで

も本管と、そのメーターまでは市のほうで対

応させていただいております。 

○鈴木長良委員長 丸山隆弘委員。 

○丸山隆弘委員 ありがとうございました。 

 あと、宅内で災害が当然、起きてきて、水

が断水されてしまって、そういうところに対

して、今回の国の指導によって他市町村から

も応援に来て、その宅内についても対応して

いただいて、そういう費用というのはどうな

るのかなと思って、災害ですのでどうかな。 

○鈴木長良委員長 佐々木整備課長。 

○佐々木昌介整備課長 あくまでも個人さん

が支払う形になってると思います。 

○鈴木長良委員長 丸山隆弘委員。 

○丸山隆弘委員 災害ですので、多分何らか

の形で、まず原則はそうかも分からんですけ

れども、災害が起きた後についての対応とい

うのは、また個人へ求める方向ではなくて、

国策だとか、県の対応だとか、市町村の対応
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によって、ある程度軽減されるというんです

かね、そういうようなことも、一般的に私、

今までの災害見とって、そんなように対応し

てくれてるのかなと考えたんですけれども、

ほかの事例なんかも含めて、もし災害が起き

たときに、原則どおりにその方からいただく

のか、その辺のところなんですけど、お願い

します。 

○鈴木長良委員長 杉浦上下水道部長。 

○杉浦達也上下水道部長 昨年、令和６年１

月の能登半島地震の際は、今、丸山委員が言

われたような国の支援が入っていたという、

これもいろんなインターネットだったり、い

ろんな情報から聞いた情報になるんですけど、

災害時の指定を国が、名前は忘れましたが、

指定をすると、そうした国の補助が出るとい

うような仕組みはあるそうですので、災害の

規模にもよるとは思うんですけれども、その

ような、本来は先ほど申し上げたように個人

が負担をするべきところを、国の支援がある

というような仕組みはあると聞いております。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 ちょっと１点教えていただ

きたいんですけど、災害時に工事の復旧をし

やすいようにということで、災害じゃないと

ころから工事店が入って工事をしてもらうと

いう柔軟な条例改正ということで理解をさせ

てもらってるんですけど。 

 少しちょっと不安、不安というか心配なの

が、この安全とか安心の担保というのはある

のかなと思ってるんですけど、常時の場合は、

今、市の指定工事店としてチェックが入ると

いうか、安心だよと、この工事店でやってく

ださいねという一覧で運用してるかと思うん

ですけど、事こういう形で災害時になったと

きに、外からの工事店が入るということで、

その工事店を疑うわけではないんですけど、

本当にちゃんとやってくれる工事店なのかど

うかというのが、市民側からはちょっと分か

らないというかね、そういった情報がない分、

よそから入るという分、そういった安心とか

安全にちゃんとやってくれる業者なのかがち

ょっと不安に感じる市民がおるのかなと思う

んですが、そこら辺のこの担保とか、そうい

ったルールみたいなのはあるのかどうか、ち

ょっと教えてください。 

○鈴木長良委員長 杉浦上下水道部長。 

○杉浦達也上下水道部長 水道と下水と法律

が違っておりますが、水道法によって指定の

基準というのが決まっています。ですので、

新城市であっても、新城市以外の県内、県外

の自治体によって指定をされた工事店につい

ても、法にのっとった指定基準内になってい

ます。 

 例えば、給水装置の工事主任技術者、これ

国家資格ですが、そうしたものを選任をしな

くちゃいけないよとか、それから省令で定め

るような工具、機械器具を保有してないとい

けないよと、そういう決まりは全国一緒です

ので、その指定の基準に沿った事業所がそれ

ぞれの市で指定を受けていますので、新城市

に外からというか、別の自治体の指定を受け

た工事店であれば、新城市としても災害時の

際は、その指定工事店での工事を認めていく

というような条例の改正になっています。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑はありません

か。 

   〔発言する者なし〕 

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。 

 質疑を終了します。 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより第93号議案を採決します。 

 本議案は、原案のとおり可決することに異
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議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木長良委員長 異議なしと認めます。 

 よって、本議案は原案のとおり可決すべき

ものと決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 請願審査のため暫時休憩します。 

 

   休 憩  午前９時09分 

   再 開  午前９時12分 

 

○鈴木長良委員長 それでは、休憩前に引き

続き、会議を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 次に、請願者、松本貴美徳ほか１名より提

出をされました令和７年請願第１号を議題と

します。 

 本日は、参考人として松本貴美徳さん、ま

た、補助者として柿野秀夫さんの出席を得て

おります。 

 また、説明のために紹介議員として、山口

洋一議員、山田辰也議員の出席も得ておりま

すので併せて御報告いたします。 

 この際、委員長として私から一言、御挨拶

申し上げます。 

 本日は、大変お忙しい中にもかかわりませ

ず厚生文教委員会の請願審査に御出席をいた

だきまして、誠にありがとうございます。厚

生文教委員会を代表いたしまして心から御礼

を申し上げますとともに、どうか忌憚のない

意見をお述べいただきますようよろしくお願

い申し上げます。 

 それでは、早速ですが、議事の順序につい

て申し上げます。 

 初めに、参考人からの請願に関しての御説

明や御意見を述べていただき、その後、委員

からの質疑にお答えいただきますようよろし

くお願いいたします。 

 それでは、松本貴美徳さん、よろしくお願

いいたします。 

○松本貴美徳参考人 ではこれ、請願を読ま

せていただきます。 

 新城市庭野字●●●●●●●●●に設置さ

れている太陽光発電所の柵（フェンス）の設

置の件と条例見直しに関する請願書です。 

 あくまでも、これは１か所じゃなくて、八

名地区、新城地区に多くあるということも後

から説明させていただきますのでよろしくお

願いします。 

 新城市庭野字●●●●●●●●●に設置さ

れている太陽光施設について、当初より道路

等が見える部分にのみ柵（フェンス）が設置

され、見えにくい場所にはフェンスが設置さ

れておらず、安全管理に重大な懸念がありま

す。 

 この件については、これまで地域住民や区

長が新城市環境課へ問合せや依頼を行ってお

りますが、十分な対応がなされておりません。 

 また、議会でも幾度か取り上げていただい

ているにもかかわらず、国に連絡していると

の答えにとどまり、市としては主体的な対応

が見られない状況です。 

 市民の安全安心を守る観点から、行政とし

て責任を持ち、早急に追加工事を実施するよ

う指導、助言、勧告などを必要な処置を講じ

ていただきたく存じます。なお、2017年改正

のＦＩＴ法で、太陽光発電所の柵設置は法律

で義務化されています。資源エネルギー庁の

太陽光発電事業計画策定ガイドラインに発電

設備の周囲に柵（フェンス）や壁などを設置

し、容易に第三者が発電施設に近づくことが

できないよう、適切な処置を講じることが必

要であると記載されています。現状では、法

律で義務化された精神が十分に生かされてい

るとは言えにくく、行政としての職務が果た

されてないと言わざるを得ません。 

 また、太陽光発電所完了届提出時にも、添

付の写真のみの確認で、市担当職員が現地施

設での確認をせず決裁していることも問題で

あり、これにより市民の安全が確保されてい
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ない状況が生じていると言えます。 

 つきましては、今後の対応について、以下

の点を要望いたします。 

 要望事項、太陽光発電施設管理会社への厳

格な対応、市民や市議会からも繰り返し指摘

されているにもかかわらず、何度言ってもや

ってくれないとして放置されている現状は非

常に遺憾です。安全が確保されない状況での

発電を認めている責任について、市長として

の認識を明確にしていただきたい。 

 子どもたちの安全確保、該当施設は桜淵公

園の隣地にあり、夏休みの期間中は多くの子

どもたちが周辺を行き来します。現在の施設

の場所は施錠はされているものの形だけのも

のであり、柵（フェンス）の切れ目が多数あ

り、子どもたちが興味半分で誤って施設内に

立ち入ることができます。不慮の事故を未然

に防ぐための対応と対策の周知を求めます。 

 ３、条例の見直しと罰則の整備、新城市太

陽光発電設備設置手続に関する条例について、

条例前に設置された太陽光発電施設は現在の

条例で執行できないとのことですが、過去の

トラブル、事例を踏まえ、設置後、管理責任、

指導・罰則など踏まえた内容を見直す必要が

あります。市民の安全と安心の確保のために

も、条例文の見直しと施行前の太陽光発電施

設にも該当することのできる条例を早急に検

討していただきたい。 

 これが強く最後要望するところです。 

 現地の確認と指導の体制の強化、太陽光発

電施設に関するトラブルの多くは、発電開始

前に現地にて安全対策や施工状況、計画図面

と照合し、確認した上で、完了届を許可して

いれば防げたものばかりです。新城市は現在、

発電業者から完了届に添付された写真を確認

し、許可を出しています。今後は、条例を見

直し、発電開始前に最終検査を条例により制

度化し、完了届は現地を確認した上で許可を

すべきです。必要に応じて発電業者に追加工

事を命じる仕組みも併せて構築していただけ

れば、ほとんどが防げるものばかりですので

強く要望いたします。 

 まとめとして、太陽光発電は将来に向けた

持続可能エネルギーとして大切な役割を果た

すものと私たちは理解しております。しかし

ながら、その運用において、安全性、地域住

民への安心が軽視されているようなことがあ

ってはなりません。安全管理や不十分なまま

事業が進めれば、地域の住民、とりわけ子ど

もたちの生命や暮らしに重大な危険を及ぼす

おそれがあります。 

 行政が責任を果たし、事業者に対して、適

切かつ適正な指導を行うこと、また、条例や

体制の見直しを通じて市民の安全を第一に確

保することは、自治体に課せられた最も重要

な使命であります。 

 新城市議会として、新城市に対し、本請願

に掲げた要望事項を真摯に受け止めていただ

き、市として主体的かつ迅速に対応を実行さ

れるよう、強くお願い申し上げます。 

 市民の命と生活を守る最後の砦として、市

が必ず責任を持って行動してくださることを、

ここに切に求める次第であります。 

 すみません。ここでちょっと、これ１個の

事例としましたけども、太陽光発電所が実は

こんなような状態になっているんだよという

ことを、皆さん、見たことがないと思います。

今日、写真を何枚か持ってきましたのでちょ

っとお見せしたいと思いますがよろしいでし

ょうか。 

○鈴木長良委員長 はい。 

   〔資料提示〕 

○松本貴美徳参考人 これ、何回も見てると

思いますけど、桜淵公園のところの太陽光発

電所、実はこれ、自動車のあくまでもガード

レールであり、ここの向こうには柵はできて

いません。それで、ここは子どもさんたちが

通るときに、ブランコみたいな格好で出たり

入ったりするんですね。これ僕も見てますし、

近くの方に言われたことあります。大変出入
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りして危ない状態です。本当にこれほかっと

いていいかということです。 

 これが施錠されてるとこですけど、実はこ

れ僕でも入れるぐらいの広さの空きがありま

す。 

 それから、このような本当草ぼうぼうの状

態で、一番危ない電気を変換するとこもこの

ような草が生えています。 

 また、このような太陽光が本当に必要なの

か、こんなことやったら本当、発電効率が下

がるのに本当に売電が目的なのかということ

も見受けられています。 

 それと、もう１個、この庭野地区だけのこ

とと言われては困るということで、実はこれ

八名小学校です。八名小学校から入ってこち

らのとこですけども、太陽光発電のパネルが

あるにもかかわらず、柵も何も、ましてや許

可した、要するに何とか書いたパネルもない

ところも、実は八名地区にあります。 

 これは本当に氷山の一角ですので、本当に

市の最後の担当者が、結局、現地に行って調

べてくれることによってこのようなことが防

げて、子どもの安全・安心、またここは子ど

もの通学路ですので、もしかして滑り台なん

て遊ぶことないと思うんですけども、遊んだ

りしたら本当危ないですんで、その辺も踏ま

えて、今回の請願をさせていただきましたの

で、すみませんけど、よろしくその辺のこと

御配慮、私は本当に口下手ですけども、市民

の気持ちとして皆さんにお伝えして、新城市

の最高機関である、やっぱり市民の代表であ

る議員の皆さんの力を借りて、市民の安全を

守っていただきたい、そういう思いで請願い

たしましたので、すみませんけど、審議をよ

ろしくお願いします。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 ありがとうございました。 

 以上で参考人からの説明、意見が終わりま

した。 

 次に、参考人に対する質疑に入ります。 

 なお、念のため申し上げますが、参考人は

委員長の許可を得てから御発言いただきます

ようよろしくお願いします。また、委員に対

しては質疑をすることができませんので、こ

の点についても御了承願います。 

 また、紹介議員への質疑は、後から行いま

すのでその点についてもよろしくお願いしま

す。 

 それでは、質疑はありませんか。 

 丸山隆弘委員。 

○丸山隆弘委員 要望事項をちょっと１つず

つ確認をしていきたいと思いますのでお願い

します。 

 ４つある点ですけども、まず１点目のとこ

ですけど、市長としての認識を明確にしてく

ださいということになっております。その辺

の明確化というのはどういう形なのか、条例

改正でよろしいのか、それとも市長自身のお

考えをしっかりと公表できるような形で持っ

ていかれるのか、そのようなことで。 

○鈴木長良委員長 松本貴美徳さん。 

○松本貴美徳参考人 今、言われましたけど

も、現地確認と指導の体制ということで、こ

れ条例改正ができればそれで片づくと思いま

すので、私はそれで構いません。 

○鈴木長良委員長 丸山隆弘委員。 

○丸山隆弘委員 あと、ごめんなさい。１点

目のところですけれども、こういった設備そ

のもの、要はＦＩＴ法が成立する以前のいろ

んなもう市内に物すごくあるんですけれども、

そういうものに対しての対応も含めて。 

 設備そのものをＦＩＴ法以前のものも対象

にしてほしいというところで、本会議質疑の

中で滝川議員が、これはかなり影響があれへ

んかと。もし実行したら、私だったらその対

応をしないよと、しょわせるよというぐらい

の声もちょっと言っておられましたけれども、

その辺のことも含めて、とにかくそれも対象

にしてほしいというお願いの中身であります

が、何らかの形で何か、大変な状況になるの
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かなというちょっと危惧もしておりますが、

どうでしょうかね、そんなところも。 

○鈴木長良委員長 松本貴美徳さん。 

○松本貴美徳参考人 そのことなんですけど

も、これ解釈の仕方なんですけども、取りあ

えず、ＦＩＴ法ができたときに、結局、ＦＩ

Ｔ法というのは、できたときにフェンスなど

接触装置がない発電所は技術的に不適合であ

り、本来なら補助金の対象とはなりませんと

いうことでＦＩＴ法があります。 

 この制度によって、市民も太陽光発電所に

は必ず柵を設けなきゃならないということが

明確に指示されました。これより前に、この

やつの根源となった法律の中に、私も昨日、

中部電気委員会のほうへかけて聞いたんです

けども、その中でこういうふうに言ってまし

た。電気法に基づく技術基準、電気設備に関

する技術基準を定める法令の中に第４条とい

うのがあります。その中に、人畜に危険を及

ぼさない装置において、電気的に危険な部分

には接触防止装置を講じなければならないと

規定されていますということで、これは要す

るに発電設備に柵や囲い等を設置しなきゃな

らないということを意味しますと書いてある。 

 規定されていますということなんだけど、

これが結局どこまで判断されるかということ

で、柵をつけろということなのか、その辺が

なかなか昔の法律難しくて、私も判断できな

い部分なんですけども、これを何とか受理し

てできるようにならないかなということが１

個の私の考え方です。 

○鈴木長良委員長 丸山隆弘委員。 

○丸山隆弘委員 分かりました。 

 あとちょっと要望の確認でありますけれど

も、まず１点は分かりました。 

 それから、あと２点目のところでは子ども

の安全だとかそういうところの対策と周知と

いうことが書かれてありました。これも含め

て、住民から、また区長からの市に対する要

望、いろいろこれまでやってこられたと思う

んですけれども、その辺の問合せ確認を地元

の方々もやられたと思うんですが、ここに書

いてあるような市の対応だったということで

しょうか。改めて確認したいと思います。 

○鈴木長良委員長 松本貴美徳さん。 

○松本貴美徳参考人 私もこの件に、取りあ

えず事例として、要するに庭野区のこの部分

のことを挙げさせてもらいますけども、私も

区長２年前にやってました。何度、市の環境

課、担当者は誰と言いませんけども、運んだ

か分かりません。その中で、最終的には市と

して見に行ってくれ、悪く言えば、隣の柿野

さんがこんなような状態でどうしてくれるん

だという格好でその場に呼び出して、中部再

エネルギー設備地域サポートセンターにその

場から電話させたこともあります。 

 そのような状態で、本当にいつまでたって

もやってくれない、本当どういうふうになっ

とるんだ、本当にいろんなことがちょっと起

きてますんで、市としても、結局、担当者に

言わせれば、国に連絡して国がいいって言っ

たからこれ以上進まないような状態になって

るというような格好をしてますけども、それ

以上のことは教えてくれません。 

 また、書面で書いて庭野区のほうにくれと

言ってもくれませんでした。もうその状態で

止まってしまっておりますんで、この庭野区

のものは本当に１個の事例として、先ほど写

真に見せたように、ほかのとこでもこういう

ことが起きているということで、私は本当に

恐ろしくて仕方ありません、何にしても

200ボルトの電源が入ってますんで。 

 そのようなことを思い、やっぱり私として

は、市に言ってもやってくれない。だから、

最終的には国に言ってくれ、国に言ってもや

ってくれない。もうどうしようもなくて、こ

の請願でもう市民の気持ちを皆さんに分かっ

てもらいたいということで請願した次第でご

ざいますので御理解ください。 

○鈴木長良委員長 丸山隆弘委員。 
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○丸山隆弘委員 確認ですけれども、安全対

策上、やはり子どもさんへの危険というのも

十分分かります。 

 それから、あと最近ですと獣、イノシシだ

とか、鹿だとかそういったものが出入りして

おって、やはりフェンス等防護柵がないと大

変な事故になる可能性というのは物すごくあ

りますわね。もっとこれから増えてくると思

うんですよ。 

 私も鳳来地域に住んでる中として、すごく

それ危険を感じるもんですから、過去のもの

に対してもやはり指導、助言、勧告という流

れの下で、地域合意がないとこういったもの

というのは普通一般的に過去のＦＩＴ法以前

の施設に対しても、ある程度のことは私でき

ると思ってやってきたもんですから、例えば

ですけれども、横川地区、かなり大変大きく

あそこやっております。やっておる中でも、

何らかの問題が過去にありまして、獣の侵入

も含めて、それでフェンスをやってもらった。

それから、あと木を植えてもらった。その辺

が地域と約束の中でできてる、できてきたん

ですよ。 

 だから、その辺のところが、大きな力とし

ては行政がバックで、当時制度化されていな

い以前のものも何らかの形で努力していただ

けたという例がありましたもんですから、ぜ

ひともこういった声というのはやはりある程

度大きく届けていかないかんのかなと思いま

した。ありがとうございます。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 この問題については、私も

一般質問でやらせていただいたりとか、現地

も写真に撮って、行政側にフェンスをするべ

きではないかということで質問してきたわけ

ですけど、なかなか結果的にはフェンスが設

置されないということで、私自身も腹立たし

さというか、何でだろうというような疑問等

はあるものです。 

 私も調べたりとかしてはいるんですけど、

大きくいって、この太陽光の問題というのは、

本当に国のていたらくさ、しっかり法律も含

めてやっていない、曖昧にさせているからこ

そこういった現場にグレーゾーンを押しつけ

て考えさせる。その紛争も地域と事業者だっ

たり、市の事業者、事業所みたいな形で押し

つけになってる、本当にそもそも国でちゃん

とやってはいけないとか、ここはいいよとか、

そういったことが法律的にしっかりやってれ

ば、今、北海道とかでも、知床に太陽光をつ

くるつくらんでまたもめてますけど、ああい

いうことが起きないようにするためには、本

当に今の政府がしっかりやってないというの

がそもそもの問題だと思うんです。 

 今回、このフェンスをやるべきだと僕も思

います。思いますが、国に、また経済産業省

にこの件を、これまで現地の方が言ってると

思いますが、そこら辺の返答だったり、国が

どういうふうに返事があったんだったら、ど

んな形で聞いてるのかというのを教えてくだ

さい。 

○鈴木長良委員長 柿野秀夫さん。 

○柿野秀夫補助人 先ほどから松本さんから

説明をさせていただきまして、個々の問題だ

ということで取上げが大変難しいというお話

でしたが、先ほど写真等も見させていただき

ました。庭野に８件こういう設備の不備があ

ります。それから、八名全体で20件、そのう

ちフェンスが全くないのが５件、現実的にあ

ります。 

 ですから、当然先ほどちょっと話出てまし

たように、200ボルトの電流が流れるという

ことでありますので、パネルに触ったり、漏

電した線に触った場合については感電死する

と、こういった部分でぜひとも設置をしてほ

しい。 

 じゃあ、どこから取りかかろうかというこ
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とで、先ほど私んとこの前の桜淵の入り口の

ところからお願いをさせていただくというこ

とでやっていました。 

 それで、当初は、令和元年、2019年からあ

そこに太陽光設置しましたので、その流れの

中で、正直いえば、個人的に市の環境課、あ

るいは中部経済、経済産業省のところに電話

をさせていただいて、いろんな問題をやりま

して、令和５年に、電流が流れて危ないよ、

フェンスがないところがあるよということで、

先ほどの不備が令和５年のときに調べさせて

いただきました。 

 それで、今、浅尾委員から話があったよう

に、法律的に取締りというか、そういうあれ

がありません。指導という立場で、経済産業

省から発電者に指導が行くという流れの中で、

これ設備ができてしまいますと、あと発電者

が金を出すか、出して整備をするかどうかの

問題になりますので、なかなかちゃんとしま

すと、同意書も入った中で設備がつくられて

おっても改善しないというのが現実でありま

す。 

 ですから、経済産業省のほうから、発電者

に指導、それから、市の環境課にお願いをし

て指導をしてもらってるんですが、もう３年

近く現状のままで、唯一できたのがこの施設

のもう１個西側にあるんですが、そこのフェ

ンスが１か所はできました、隣接のところで

すね。 

 そういったことで、発電者の、なんていう

のかな、危険度、あるいは理解度によって、

そういった施設が完備されていくということ

以外はもう考えられないのかなということで

あります。 

 ちょっと説明になったかどうか分かりませ

んが、すみません。 

○鈴木長良委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 ありがとうございます。本

当にそういう個々の、柿野さんが本当に奮闘

されて、ようやく前に少しずつ進んでいくと

いうところで、本当に法律がビシッと取り締

まれないというこの国のやぶさというところ

が本当にこの問題を大変にしているなと思っ

ています。 

 そこで、なかなか自治体としても法律を条

例、条例は法律を超えられないという限界も

ある中で、条例改正も含めて要望をしていた

だいてるということではあるんですけど、今、

丸山委員からも訴求の問題もあって、やっぱ

り訴求をするという形になると、なかなかや

っぱり現時点の事業者はそのルールにのっと

ってやってるんだと言ってくる可能性がある

と思うんですが、そこら辺も踏まえて今回の

請願の内容としては、そういうリスクもある

かもしれないけれども、しない、網かけをし

たいというような思いということで理解して

いいか伺います。 

○鈴木長良委員長 松本貴美徳さん。 

○松本貴美徳参考人 そうですよね、今、言

われたみたいに過去のものと言われた、その

時点のものと言われたら本当仕方ありません。

だから、まともにやると書いてありませんの

で。 

 そうした場合について、私としては、今後

のものについては絶対もうやってもらわない

といけないということを、これを皆さんに身

にしみてやっていかなければいけない。だか

ら、過去のことはここは打ち切って、指導は

するけども、曖昧なこと言ってきますけど、

何とか今後のものについてはもうそういうこ

とがないように、市がちゃんと管理していた

だきたい、そのような法律でも私はもう今の

状態だったら守る、今後の新城市を守るんだ

ったら、もうそれでもいいんじゃないかなと

逆に思ってます。 

 過去のものができたら本当幸いですけども、

私の気持ちは安全・安心で新城の市民を守る

だったらやってほしいけども、今後つくるも

の、まだ、これから太陽光がまだ乱立してく

ると思いますので、そのほうを本当に何とか
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食い止めてくれればこういうことはないと思

いますんで、それでも私は取りあえず前へ進

んだということで、１個の進歩として考えた

いと思います。 

○鈴木長良委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 分かりました。ありがとう

ございます。 

 あと、もう１点だけちょっと確認という形

で、ちょっとお聞きしたいんですけど、やっ

ぱり条例がなかなか法律を超えるということ

はできない反面、市のやり方も改善できるギ

リギリのところがあるんじゃないかというと

ころで、請願も示していただいてると思いま

す。 

 そのところで、現場確認をしっかりこうい

ったことを防げるんではないかということで、

私もそこも含めて同意できるとこあるんです

が、例えば、条例改正になるとかなりいろん

な精査とか時間がかかるというところが１点

デメリットであると僕は思ってるんです。 

 そういう中で、例えば、要綱というかルー

ル、庁内というか環境課の中のルールの中で、

写真で判断というわけではなくて、写真プラ

ス設計図面にフェンスがちゃんと囲ってある

のか、プラス現地確認というような運用の改

定みたいなところで、まず早急にこういった

ものを防ぐ、フェンスがなくて後から困った

よとこういうふうな形になるのを防ぐという

ようなやり方も、向こうの環境課の考えもあ

るかと思いますが、そういったこの要綱改定

の運用の回し方もあるんではないかなと思う

んですが、そこら辺の御意見とかもお聞かせ

いただければと思っています。 

○鈴木長良委員長 松本貴美徳さん。 

○松本貴美徳参考人 私、環境課に本当に何

度か足を運んだんですけど、環境課の担当者

がもう堂々と言ってるんです、もう写真で確

認してますからと。もしくは、あるときには

こういうことも言われました。私たちは業者

から来たやつを受け取って国に出すだけであ

って、許可を出すとこではないからと、そう

いう言われ方もしました。本当なのかそれは

ちょっと分かりませんけど。 

 ある程度、この新城市につくるもんであり

ますから、新城である程度の安全を確認でき

るような状態が当たり前ですので、私はこの

４に示したように、どうしてもやっぱり計画

図面を元に、やっぱりもう、手間がかかるか

らじゃなくて、これは市民を守るために、市

の職員がそこに行って、そのものとやっぱり

ちゃんとできてるか、囲われているかという

ことを確認して、市民としては当たり前だと

思うんですよ。 

 逆に、要するにその辺の考え方が、本当に、

私が間違ってるんだったら仕方ありませんけ

ど、私としては、そのくらいの思いでおりま

すんで、何にしてもそのくらいの気持ちでお

っていただきたいというのが私の願いですよ

ね。ちょっと言葉的にちょっと難しい、申し

訳ない、すみません。 

○鈴木長良委員長 柿野秀夫さん。 

○柿野秀夫補助人 すみません。先ほど松本

さんのほうで、過去のものについては前向き

に捉えていただければというような、ちょっ

とお話が出ておったんですが、現実的に先ほ

ど申し上げたように、八名小学校のニシダデ

ンキから反対側の中宇利に抜ける道のところ

にパネルがあるんですが、これ３枚とも全く

裸のままです。ここの横が通学道路になって

るんですよね。こういったものが、200ボル

トで、ちょっと試しに触ってみようとか、中

へ入ってってみようなんてやったら、即死で

すんで、そういったものをこのまま放っとく

ということは大変問題があるんじゃないかと

いうことで、その辺の過去のものについても

しっかり対応いただきたいな、このように思

いますし、それから、もう１点、私んとこの

前のところのフェンスの問題ですが、経済産

業省に、県道の柵が、白いポールが立ってる

んですが、それでもって発電業者はオーケー
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が出てるということでありましたので、その

内容についても全部確認をしております。ポ

ールでもってオーケーなんてことはあり得な

いから、写真を撮って送ってくれということ

で、環境課から送っておるんですが、そんな

ことポールでいいなんてことあり得ないとい

うことで、経済産業省で言われたんで、写真

撮って送ってるんですが、そのままの状態。

これ２年半になってもまだ改善されない、こ

ういった状況です。すみません。 

○鈴木長良委員長 丸山隆弘委員。 

○丸山隆弘委員 今、柿野さんおっしゃって

いただいたことがこの１番のところの要望事

項の中の厳格な市の対応というところにやっ

ぱりなってくると思うんですよ。厳格な対応

すべき市のトップの方の姿勢も含めて、やは

りきちんとこれは整理していかないかんなと、

この要望事項についてはしっかりと私も受け

止めておりますが。 

 あと３番のところをちょっとこれは確認し

忘れたんですけれども、要するに、条例文、

条例施行前の既設のソーラーに対してであり

ますけれども、環境課が今やっている管理体

制プラスほかには都市計画法というのがあり

まして、都市計画法に基づいてまちづくり計

画ができてるもんですから、やはりそういう

とこからも、改めて私たち議会も目を向けて

いかないけないなと思いました。景観条例も

含めて、景観条例というのはちょっとそもそ

もなかなか出来上がってないんですけれども、

特に桜淵公園という公園がしっかりとある、

そのすぐ隣になるもんですから、非常にこれ

は新城市としても重く受け止めて動いていっ

てほしいなと思いました。 

 それからあと、既設のソーラーの中でもし

事故があった場合、先ほど私もちょっと言い

ましたが、獣の侵入ですね、獣の進入という

のが今後すごく想定されると思うんですよ。

それからあと、盗難、ケーブルを切断して持

っていってしまうという事件が結構全国でも

見受けられます。そういったところによって

のまた事故だとか、それから火災、いろんな

事故が起き得る可能性というのはすごく高く

なっておりますし、それに対して、やはり安

全対策、最低限のフェンス、それから、防護

柵、いろんな対応をしていかないかんと。こ

れ、やはり地元の方々としての危機迫る声だ

と思いますので。 

 鳳来地区は、また無指定のところが結構あ

りまして、何でもいいですよという土地の、

農地法に基づいた手続ですぐオーケー出てポ

ンと出てきてしまう。そんなようなところが、

鳳来地区はたくさんあるもんですから、いろ

いろとちょっと参考にさせていただきました。 

 それからあと、できるならば、施行前の太

陽光設備、これも該当できるような条例、や

はりこれは切に私自身も願っておるもんです

から、何らかの対応できたらいいなと、委員

の皆様何かいい方法があったら、また、市に

要求できるようなことができればいいかなと

思っておりますので、すみません。ちょっと

確認ではないないですけど、私もちょっと思

ったところで言わさせていただきました。 

○鈴木長良委員長 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 ありがとうございます。 

 あと、ちょっと私自身すごくちゅうちょし

てるのが、例えば、この条例改正をしたとし

て、大分かなりそういったところは防げる内

容にはなるのかなとは思うんですが、ただ、

非常に複雑にさせてるのが、先ほど申したよ

うに国の法律がビシッとしてないもんですか

ら、非常に曖昧なんですね。ですから、フェ

ンス１個取っても、それでよしとする事業者

に当たってしまうと、もう放ったらかしにな

ってしまう、罰則規定もない、そういったＦ

ＩＴ認定取消しというとこもあまりされない、

あぐらをかいてるというところで問題が解決

されないという苦悩が私たちにあるんですけ

ど。 

 今の小学校のフェンスが丸々ないというと
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ころも、本当にそれ見ても腹が立ったんです

けど、通学路なのにフェンスがないのにやっ

てると。そこで規定をかけるような条例でそ

れができるかというと、結局、事業者任せに

なって、やる、誠実な事業者は、はい分かり

ましたってさっとやってくれるだろうけれど、

そうじゃない事業者に当たってしまうと、の

らりくらりというふうなことになってしまう

と。 

 あと、もう１個欠点があって、そこの事業

者がもしも、確認しないと分かんないんです

けど、ＦＩＴ法使ってなかった場合は、これ

フェンスをやらなくてもいいという話になっ

てしまうんです。確認すると、電気事業法に

よると、50キロワット未満になると柵は別に

なくてもいいというような解釈もできるそう

なんです。 

 ですから、最近はそのＦＩＴ法を使わなく

て、すぐ直接もう大企業の方に売ってしまう

というな抜け道というか、そういう方法を取

る事業者が多いと聞きますので、そのＦＩＴ

法にかかればフェンス必要だという論立ても

できるんですけど、そうではない方法使われ

てしまうと、それもよしというふうな危険性

もあると。 

 だから、本当に国はしっかり電気事業法も

フェンスをやれと書けばいいんですけど、そ

れをやらないということで、大本は本当に国

がひどいなとちょっと言わざるを得ないと思

っていることです。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 柴田賢治郎委員。 

○柴田賢治郎委員 本当に、大変危険に対し

て危惧するところですが、ちょっと市側の現

地確認のことで、してないということを言わ

れておるんですけど、市側としては市として

も見に行ってるという話も聞かせてもらった

ことがあります。 

 それで、おっしゃってるのは、地元、業者、

市、その３者が立ち会った現地確認をしない

とということでよろしいのか、それとも、そ

れ以外の全てを市側としては来てないという

ことをおっしゃりたいのか確認させてくださ

い。 

○鈴木長良委員長 松本貴美徳さん。 

○松本貴美徳参考人 ちょっと今の件ですけ

ども、これ私が区長のときに経験した話です。 

 庭野で、実は太陽光発電が知らんどるうち

に建ってしまったという件がありました。そ

のときに、知ったことなんですけども、担当

者はそのときはまた同じ今の方ですけども、

どうやって要するに最終的な確認をしとるん

だということを、私は区として皆さんに区民

の方から問われたから、環境課の名前は言い

ませんけども担当者の方に聞きました。 

 担当者がこう言いました。今、新城市では、

最終的に先ほど私が言ったみたいに、現地確

認、完了届は写真をもってして、現地確認は

してないと堂々と言われたんですよ。そのこ

とを挙げただけです。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑はありません

か。 

 浅尾洋平委員。 

○浅尾洋平委員 あとはちょっと思いを聞か

せてもらえればと思うんですけど、こういっ

た、幾らいろいろなところをやってもできな

いという状況も、自分もいらいらするんです

けど、市を通じて、この事業者に住民説明を

開かせて、このフェンスについてどう考えて

いるんだというような住民への説明の会みた

いなのも必要なのかなと思うんですけど、そ

ういった試みも含めて、ちょっとどういうお

考えがあるか聞かせていただければと思いま

す。 

○鈴木長良委員長 柿野秀夫さん。 

○柿野秀夫補助人 先ほどから話が出てる私

のとこの前の施設の関係なんですが、かなり

造成の時点からいろいろお話をされていて、

業者あるいは環境課、経済産業省、全て連絡
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を取る中で、いろいろ。 

   〔不規則発言あり〕 

○柿野秀夫補助人 ごめんなさい。 

 ということで、そのときに、設置する場合

には、土地の開発に関する要綱、あるいは太

陽光発電設置に関する要綱、以前は要綱でし

たので、それに基づいて地元説明をきちんと

しなさいよ、それによって同意書も必要であ

ればつくりなさいよという中で、私んとこの

前はできてるんです。 

 そういった中で、これはずっと先ほど言っ

た令和元年からずっといろんな、草の問題、

雨水の問題、それから、柵の問題、これにつ

いてしょっちゅう電話をさせたり、いろんな

ところで問い合わせし、改善してほしいとい

うことでお願いをしておるんですが、１回も

その業者からの説明はありません。 

 同意書が入っておって、何かあったら説明

しますよ。住民に説明しますという同意書も

ちゃんと入ってます。それも、現実その当時

の資料全部そろえてありますが、そういった

中でやっても対応はしてくれてないというの

が現状ですので、その説明しなくても解決を

していただければ、別に何らこんなことをい

つまでもぐちゃぐちゃ言う話ではない、太陽

光、今後必要でありますので、ぜひともアッ

プを図っていくべき問題、施設だなというこ

とは思ってますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

○鈴木長良委員長 ほかに質疑はありません

か。 

   〔発言する者なし〕 

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。 

 以上で、参考人に対する質疑は終了しまし

た。 

 引き続き、紹介議員に対する質疑に入りま

す。 

 質疑はありませんか。 

   〔発言する者なし〕 

○鈴木長良委員長 質疑なしと認めます。 

 以上で、紹介議員に対する質疑を終了しま

す。 

 以上で、質疑全体を終了します。 

 本日は誠にありがとうございました。 

 お疲れさまでした。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 この際しばらく休憩します。 

 

   休 憩  午前９時57分 

   再 開  午前10時19分 

 

○鈴木長良委員長 それでは、休憩前に引き

続き、委員会を開きます。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 これより討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 柴田賢治郎委員。 

○柴田賢治郎委員 私、柴田は趣旨採択で討

論を行います。 

 さて、請願の内容を見れば、ＦＩＴ制度の

下に設置された太陽光発電施設は、十分な安

全対策が出されているとは言えません。しか

も、2017年の改正再生可能エネルギー特別措

置法では、新しい基準で安全施設の設置が求

められております。 

 しかし、請願者の説明を受ければ、改正Ｆ

ＩＴ法が既にみなし法として、設置者に安全

施設の充実を求めていることも分かりました。

請願の説明において、法が定めた看板の設置

や安全措置、また市の確認権限、認可権限は

法において準拠されるべきものであります。 

 設置者の要望は、主に改正ＦＩＴ法に求め

るものとして法に準拠した当市の条例に改正

を求めるのには、まず法の改正が必要であり

ます。 

 その上で、現発電施設に対する不安の声は

十分に理解できるものとして、同請願の趣旨

を理解し個人の権利に関わる強制力は改正Ｆ

ＩＴ法に任せ、現行の条例の中で市民の不安

の声を設置者に反映してもらうように取り計
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らうよう市側に求めるものとして趣旨採択と

いたしたいと思います。 

○鈴木長良委員長 ほかに討論はありません

か。 

 山田辰也委員。 

○山田辰也委員 では、採択の立場として討

論をいたします。 

 先ほど、請願者の説明を十分理解した上か

らですが、業者は当然、法的な問題はクリア

しているということを、先ほどの話で理解で

きました。しかし、現状は、子どもが入って

きたり、設備的なものが生命に及ぼすような

ものがあると。この現状を市が見て見ぬふり

をしているんではないかという捉えからこう

いう請願を出してきたと、私は考えておりま

す。 

 これは、先日、太陽光業者と隣の地権者の

問題で私も行ってきたんですが、片側は利益

を追求する会社ですし、もう１つは、その利

益を受ける業者も地権者もいるんですが、そ

れでは第三者の子どもとか、ほかの地域の人

たちには何ら助かるものはありません。 

 ですから、これは市がちゃんと国に責任を

転嫁せずに、市の姿勢を明確にすべきだと私

は考えます。本来、安心・安全な生活を送る

ための市民が、不安を感じてトラブルを市に

持ち込んだときの対応が結局こういうことに

つながっていると私は思います。 

 ですから、これは市が今後変えるべき条例

の中に見直しとして入れるべきだと私は考え、

現在の下江市長の姿勢を明確にすべきという

ことで、トラブルの対応、安全・安心への対

応、そしてまた担当部署がしっかりこれを理

解するべきだということで、賛成の採択とし

たいと思います。 

 以上です。 

○鈴木長良委員長 ほかに討論はありません

か。 

 カークランド陽子副委員長。 

○カークランド陽子副委員長 私は、趣旨採

択の立場で、ちょっと柴田委員の討論に付け

足しという形でしたいと思います。 

 この請願に関しては、市が許可を出してい

るというような文言もあり、実際のところ市

は許可を出している立場ではないということ、

あと、特に気になる部分が、施行前の太陽光

発電施設にも該当できる条例をという要望が

あるということ、これは本当に非常に難しい

ことであり、ここでこれを認めることには課

題が多いと感じます。 

 ということで趣旨採択とさせていただきた

いんですが、この太陽光のことは本当にもう

私もずっと問題意識を持っていて取り組んで

いることで、国が大きな問題ではあるんです

が、市としても条例を変えて、できること、

今後のトラブルを防ぐためにできることはす

べきということはしっかりと訴えていくとい

うことをお約束して、趣旨採択の討論とさせ

ていただきます。 

○鈴木長良委員長 ほかに討論はありません

か。 

   〔発言する者なし〕 

○鈴木長良委員長 討論なしと認めます。 

 討論を終了します。 

 これより採決をします。 

 趣旨採択、採択の討論がありますので、起

立により採決します。 

 初めに、本請願を趣旨採択とすることに賛

成の委員の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○鈴木長良委員長 起立多数と認めます。 

 よって、本請願は趣旨採択すべきものと決

定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 以上で、本委員会に付託されました案件の

審査は全て終了しました。 

 なお、委員会の審査報告書及び委員長報告

の作成につきましては、委員長に一任願いた

いと思います。 

 これに異議ありませんか。 
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鈴木長良委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定しました。 

 これをもちまして、厚生文教委員会を閉会

します。 

   閉 会  午前10時25分 

 

 

 

 以上のとおり会議の次第を記録し、これを

証するために署名する。 

 

   厚生文教委員会委員長  鈴木長良 

 


